
暫定再任用フルタイム

問合せ先 給付貸付課年金担当　　  03-5320-6828

退職時の年金関係手続

今年度末に退職する一般組合員の年金関係手続	 ※短期組合員については、公立学校共済組合東京支部への年金関係手続は対象外です。

64歳以下で退職する組合員
今年度末の年齢が64歳以下（生年月日が昭和36年4月2日以降）で退職する一般組合員

の方は、資格喪失手続の際に「退職届書 兼 年金待機者登録届書」「組合員転出・異動届書」
の提出が必要です。

下記のフローチャートでご自分に必要な手続をご確認いただき、所属所を通じて提出してください。

65歳以上で退職する組合員
今年度末の年齢が65歳以上（生年月日が昭和36年４月１日以前）で退職する方は、在職中に老齢厚生年金

の受給権が発生し、請求手続を取ることで年金が決定します。年金決定から退職までの期間を年金額に反映し、
在職中の年金の支給停止を解除するために公立学校共済組合東京支部から送付される退職届書（共済組合提
出用）等の書類の提出が必要です。

なお、令和4年度からは在職中であっても毎年10月に年金が改定（在職定時改定）されていますが、在職定
時改定から退職までの期間を年金額に反映し、在職中の年金の支給停止を解除するため退職届書（共済組合提
出用）等の書類の提出が必要です。

対象者
65歳以上で

資格喪失 
される方

① �3月末に 
退職する場合

令和8年2月中旬までに所属所宛てに退職届書（共済組合提出用）等の
書類を送付します。退職予定の方で、令和8年2月27日（金）を過ぎても
退職届書（共済組合提出用）等の書類が届かない場合はご連絡ください。

② �3月末以外に 
退職する場合

退職届書（共済組合提出用）等の書類を送付しますので下記問合せ先ま
でご連絡ください。

提出先 公立学校共済組合東京支部

■ �3月末退職者の年金額の改定手続には、給与情報と退職の事実を
確認する必要があるため、一定の期間を要します。改定後の年金の
支給は８月以降を予定しています。

■ �退職後にお勤めされて厚生年金保険に加入された方は、収入によっ
ては在職停止となる場合があります。

※注意点 支給開始まで 
しばらくお待ち
ください

再就職先は…
❶民間企業
❷私立学校
❸�非常勤教職員、会計年度任用職員、 

暫定（定年前）再任用短時間勤務職員、 
臨時的任用教職員または時間講師等

❹暫定再任用フルタイム勤務職員（注1）

❺�道府県の正規職員（公立学校共済組合
の他支部に一般組合員で加入する場合）

❻�国家公務員または 
他の地方公務員の正規職員 

（国家公務員共済組合、都道府県・市町村職員共
済組合などに一般組合員で加入する場合）

退職日と再就職先の採用日は
1日も空かずに引き続きますか？

【例】	 3/31退職→4/1採用　 「YES」
	 3/31退職→4/2採用　 「NO」
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退職時手続フローチャート

一般組合員の方で、
退職後も働く予定はありますか？ 退職時に所属所を通じて

退職届書 兼 年金待機者登録届書
を提出
※�福利厚生事務の手引別冊様式集
　〔用紙No.年金5〕

退職時に所属所を通じて
組合員転出・異動届書
を提出
※福利厚生事務の手引別冊様式集
　〔用紙No.年金2〕

パターンA

パターンB

退職時に所属所を通じて
● 退職届書 兼 年金待機者登録届書
● 組合員転出・異動届書
を提出
※�福利厚生事務の手引別冊様式集
　〔用紙No.年金5、 用紙No.年金2〕

パターンC

必要な手続は、「公務員共済組合期間が引き続くかどうか」で異なる！ポイント
YES	 　NO 

START

65歳 65歳と5か月

3月末に退職

※パターンB、パターンCに該当する方は、新たな加入先の共済組合へ「年金加入期間についての報告書」を提出してください。
（注1）職員の定年引上げで該当とならない場合があります。

「組合員転出・異動届書」って何のために出すの？
公務員の年金は、すべての加入期間を合算して、最後に所属した共済組合で決定・支給

します。そのため、公務員として他の共済組合で再就職した場合、前に所属した共済組合
から後に所属した共済組合へ加入期間や給料記録等の情報を引き継ぐ必要があります。
「組合員転出・異動届書」は再就職後の共済組合を把握する大切な情報源となりますので、
忘れずに提出をお願いします。

ねんきん
基礎知識

この期間に納めた
厚生年金保険料を加味して…

在職中の収入月額により、年金に支給の在職中の収入月額により、年金に支給の
調整や停止が、かかっています。調整や停止が、かかっています。

正規教員

4月分からの年金が
支給されます※

年金額の決定

年金額の決定

年金額を改定（退職改定）

年金の在職停止解除

どうして退職届書の提出が必要なのですか？

■退職届書（共済組合提出用）等の書類の送付について

老齢厚生年金決定時等以降の組合員期間（その間に納めた厚生年金保険料）を
年金額に加算するためです。

理由❶

在職による年金の支給停止を解除するためです。
理由❷
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